
町教育員会から県文
化課へ調査結果・所見
を添えた「発掘の届
出」を進達

県文化課からの通知
※「慎重工事」もしくは
「工事立会」の指示

県文化課からの通知
※「本調査」の指示

本調査の実施

県文化課からの通知
※「慎重工事」もしくは
「工事立会」の指示

遺跡の保存可能 遺跡の保存不可

※試掘調査の費用＝町教育委員会の負担

※本調査の費用＝事業者の負担

開発事業（建築・土木工事）の計画

予定している土地が埋蔵文化財包蔵地に該当しているかの確認
（町教育委員会）

埋蔵文化財確認手続きフローチャート

試掘調査の結果を基に、事業者との協議

影響が少ない
（試掘不要）

町教育員会から県文
化課へ所見を添えた
「発掘の届出」を進達

包蔵地外

工事着工

包蔵地内

試掘調査の実施

影響が大きい
（試掘必要）

工事内容を踏まえ、遺跡への影響の大きさを判断

「発掘の届出」の提出　（事業者→町教育委員会）
【文化財保護法 第９３条】
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